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令和 5年 8月台風第 7号災害と復旧復興の記録

災害に強い佐治町創り事業実行委員会

復旧工事開始 令和 5年 8月 17 日 14：24 佐治町森坪上の国道 482 号

夜間工事 令和 5年 8月 17 日 21：55 佐治町余戸上の国道 482 号
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I 

はじめに 

災害に強い佐治町創り事業実行委員会 

会長 小谷繁喜 

令和 5年 8月 15 日の台風第 7号による豪雨は、昭和 57（1982）年に佐治支所に設置され

たアメダス（地域気象観測システム）データによると、最大時間雨量 87.5 ㎜、最大 24 時

間雨量 515 ㎜という観測史上最大値を記録しました。幸いにも人的な被害はありませんで

したが、一部の家屋、道路、河川、農地農業用施設などを中心に甚大な被害が発生しまし

た。被害を受けられた皆様には心よりお見舞いを申し上げます。 

発災後、全国各地から励ましのお言葉や救援物資など心温まるご支援や、猛暑の中での

ボランティアの方々による力強いご支援等に感謝するとともに、あらためて人と人のつな

がり、支え合うことの大切さを認識したところです。 

さて佐治町では、この台風災害を契機に、令和 5 年 12 月に「できることは住民主体で災

害に備えていこう」と町内の 26 集落で構成する自治連合会や地域の関連団体等で構成され

た「災害に強い佐治町創り事業実行委員会」を組織し様々な取り組みを行っています。 

令和 5 年度は、鳥取県の補助事業を活用して防災に特化した住民アンケートの実施や、

平成 30 年の西日本豪雨で被災した岡山県高梁市への視察調査を行い、それらを総括した

「災害に強い地域を考える集い」を実施しました。 

令和 6年度には、大きな二つの取り組みを進めてきました。 

一つは、災害発生から 1 年となる 8 月に、地域住民や関係団体、行政が力を合わせ「復

光（ふっこう）」に取り組む気持ちを新たにするための「佐治復光祭」の実施です。これに

より、地域住民の皆さんと、災害に強い地域づくりにとどまらず、将来に向けて光り輝く

佐治町を目指す意識の共有を図ることができました。 

もう一つは、災害の記憶を後世に引き継ぐ記録誌の作成の取り組みです。甚大な被害を

及ぼした災害の経過と経験、さらには当時の対応、そこから得た教訓等をまとめることは

非常に重要で有意義なことであります。 

鳥取市の支援・協力のもと作成した、この記録誌「令和 5 年 8 月台風第 7 号災害と復旧

復興の記録」は、災害から約 1 年半が経過した今、道路、河川、農地など公共インフラ面

での復旧は一歩一歩着実に進展し、元の佐治町に戻りつつあるなか、災害の記憶を風化さ

せることなく住民皆さんの心にとどめ、今後の災害対応や危機管理、防災意識の更なる向

上の一助となっていくのではと考えています。 

本誌の発刊が、自助・共助・公助にわたる取組を更に推し進める契機となり、災害に強

い佐治町創りが実現することを祈念するとともに、編集編纂にご協力いただきました、関

係者の皆様に深く感謝申し上げ、巻頭のごあいさつとさせていただきます。



II 



i 

目次 

はじめに ........................................................................... I

1 災害概要 ........................................................................ 1

（1）気象概要（気象庁） ..................................................................................................... 1

台風 7号の経路 ................................................................... 1

（2）降水量 ..................................................................................................................... 2

①佐治町総合支所アメダスデータ（気象庁） .......................................... 2

②佐治川ダムの降水量データ（鳥取県）.............................................. 2

③アメダス期間降水量（気象庁） ................................................... 3

④地上天気図・気象衛星赤外画像・レーダー画像（気象庁） ............................ 3

参考：佐治のアメダスデータ要素ごとの順位（気象庁） ................................ 5

（3）避難情報の発令など .................................................................................................. 5

①避難情報発令・発災からの経過（佐治町関連） ...................................... 5

②気象警報等・配備体制（鳥取市） ................................................. 7

参考：鳥取市における災害時配備体制................................................ 8

2 被害状況 ........................................................................ 9

（1）人的被害 .................................................................................................................. 9

（2）建物被害 .................................................................................................................. 9

被害写真 ......................................................................... 9

（3）道路被害 ................................................................................................................. 10

被害写真 ........................................................................ 10

（4）河川被害 ................................................................................................................. 12

R5 補助災 県関係復旧箇所地区別件数 45 件 ......................................... 12

被害写真 ........................................................................ 13

（5）水道被害 ................................................................................................................. 13

水道関係の被害状況 .............................................................. 13

被害写真 ........................................................................ 14

（6）下水関係 ................................................................................................................. 14

下水関係 13 件 .................................................................. 14

（7）農林関係被害 .......................................................................................................... 14

地区別農林関係被害個所数 ........................................................ 14

被害写真 ........................................................................ 15

（8）停電 ....................................................................................................................... 15

参考：県補助災位置図 .................................................................................................... 16

3 被災者支援の取り組み ........................................................... 17

（1）避難情報に伴い開設した避難所 ................................................................................. 17

（2）避難所の環境整備 .................................................................................................... 17

（3）保健・医療活動 ........................................................................................................ 17

（4）児童生徒支援 .......................................................................................................... 17

（5）被災農業者支援 ....................................................................................................... 18

参考：鳥取市の避難所の開設状況.................................................................................... 19



ii 

4 復旧・復興に向けて ............................................................ 20

（1）災害復旧の状況 ....................................................................................................... 20

①住宅被害 ....................................................................... 20

②道路被害 ....................................................................... 21

（2）災害復興の取組 ....................................................................................................... 22

①災害に強い佐治町創り事業実行委員会の設置と取り組み ............................. 22

②鳥取県・鳥取市の取り組み ....................................................... 24

5 参考資料 ...................................................................... 25

（1）経費：鳥取市台風第 7号災害復旧・復興予算額 ............................................................ 25

（2）鳥取県の公共土木施設災害復旧事業費 ...................................................................... 25

（3）災害復旧・復興本部の設置 ........................................................................................ 26

（4）国による激甚災害指定 .............................................................................................. 26

（5）歳入に係る事項 ....................................................................................................... 26

（6）佐治川ダムの放流操作 .............................................................................................. 26

①通常時の放流 ................................................................... 26

②事前放流（洪水調節機能の強化） ................................................. 27

③洪水調整時の放流 ............................................................... 27

④緊急放流（異常洪水時防災操作） ................................................. 27

（7）佐治川流域安全確保のロードマップ ............................................................................ 28

（8）佐治川流域安全確保協議会意見交換内容 ................................................................... 29

①意見交換会の目的 ............................................................... 29

②日時 ........................................................................... 29

③場所 ........................................................................... 29

④出席者 ......................................................................... 29

⑤各集落からの主な意見概要 ....................................................... 29

（9）災害を伝える新聞記事 .............................................................................................. 31

おわりに ......................................................................... 41

この記録誌に掲載している写真、記事は、鳥取

県、鳥取市、日本赤十字社及び新日本海新聞社

が記録したもののほか、多くの市民の方から提供

をいただいたものです。 



1 

1 災害概要 

（1）気象概要（気象庁） 

台風第7号は、8月15日05時前に和歌山県潮岬付近に上陸、その後近畿地方を北西に進み、

13 時頃には兵庫県明石市付近に再上陸した。再上陸後は兵庫県を北上し 20 時頃には豊岡市付

近から日本海に抜けて北東に進んだ。台風の通過や台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込んだ

ため、近畿地方や中国地方を中心に記録的な大雨となった。 

15 日は鳥取県と岡山県に線状降水帯が発生し、鳥取県では大雨特別警報を発表した。8 月 13

日 09 時から 16 日 09 時までの期間（72 時間）の降水量は、奈良県下北山村佐田で 580.5 ミリ、奈

良県十津川村葛川で 559.0 ミリ、和歌山県那智勝浦町色川で 566.0 ミリを観測した。この期間、京

都府福知山市坂浦、兵庫県養父市八鹿、奈良県下北山村佐田、岡山県鏡野町恩原、鳥取県鳥

取市佐治町などでは日降水量が年間の極値を更新した。 

台風 7号の経路 

 令和 5 年 8 月の台風第 7 号(Lan ラン)はカ

テゴリー4（SSHWS）の台風で、左の写真は 8

月 11 日 4 時ごろに撮影された衛星写真

（wikipedia）。 

 SSHWS の基準では 1 分間の最大持続風速が

カテゴリー1が風速33-42ｍ、カテゴリー2が

風速43-49ｍ、カテゴリー3が風速50-58ｍ、

カテゴリー4が風速58-70ｍ、カテゴリー5が

風速 70ｍ以上の台風で、11 日 3 時にはカテ

ゴリ-4 の非常に強い台風となった。

8月 8日 19 時 

南鳥島近海で台風第 7号が発生 

8 月 17 日 06 時現在 

の台風の位置 

8 月 15 日 20 時頃 

兵庫県豊岡市付近から

日本海に抜ける 

8 月 15 日 13 時頃 

兵庫県明石市付近に再上陸

8月 15 日 05 時 

和歌山県潮岬付近に上陸 
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（2）降水量 

①佐治町総合支所アメダスデータ（気象庁） 

②佐治川ダムの降水量データ（鳥取県） 

ダム操作等の時刻 

4:30 放流開始予告→6:40 洪水発生→8:15 緊急放流の可能性通知→9:00 緊急放流の延期 

→14:20 緊急放流の可能性通知→15:30 緊急放流の予告→16:40 緊急放流の開始 

→19:40 緊急放流の終了→22:20 洪水終了

0時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10
時

11
時

12
時

13
時

14
時

15
時

16
時

17
時

18
時

19
時

20
時

21
時

22
時

23
時

降水量 0.5 2.0 2.5 35. 87. 28. 27. 21. 31. 9.0 16. 16. 40. 34. 29. 49. 33. 18. 14. 10. 4.5 4.0 1.5 0.0
累積降水量 0.5 2.5 5.0 40. 128 156 183 204 235 244 261 277 317 351 380 429 462 481 495 505 509 513 515 515

87.5

515.0

0

100

200

300

400

500

600

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
R5.8.15 佐治町総合支所降水量の推移（㎜）

降水量 累積降水量

0時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10
時

11
時

12
時

13
時

14
時

15
時

16
時

17
時

18
時

19
時

20
時

21
時

22
時

23
時

降水量 0 0 2 2 12 65 29 41 70 29 8 25 18 28 42 35 45 32 27 20 19 15 7 1
累積降水量 0 0 2 4 16 81 110 151 221 250 258 283 301 329 371 406 451 483 510 530 549 564 571 572

65
70

572

0

100

200

300

400

500

600

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

㎜

R5.8.15 佐治川ダムの降水量（㎜）



3

③アメダス期間降水量（気象庁）

8 月 13 日 09 時～16 日 09 時 72 時間

④地上天気図・気象衛星赤外画像・レーダー画像（気象庁）

8 月 14 日 21 時

：佐治町の位置
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8 月 15 日 03 時 ：佐治町の位置

8月 15 日 09 時 ：佐治町の位置

8月 15 日 15 時 ：佐治町の位置

8月 15 日 21 時 ：佐治町の位置
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参考：佐治のアメダスデータ要素ごとの順位（気象庁） 
（単位：㎜） 

要素名

／順位
1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7 位 8 位 9 位 10 位 

統計 

期間 

日降 

水量 

515 288 284.5 230.5 227 209.5 205.5 201 194 191 1982/6/1～

2024/8/12023/8/15 1990/9/19 2011/9/3 2017/8/7 2004/10/20 2017/9/17 2018/9/30 2021/8/14 2014/10/13 1997/6/28

日最大

10 分間

降水量

24.5 18 17.5 17.5 16.5 16.5 15.5 15 14 14 2009/2/1～

2024/8/12023/8/15 2024/7/14 2020/9/26 2014/8/17 2012/7/28 2009/7/4 2010/7/12 2011/8/11 2021/7/8 2015/9/1 

日最大

1 時間

降水量

97.5 67 52 51 51 51 48 48 45.5 43 1982/6/1～

2024/8/12023/8/15 2008/7/13 2017/9/17 1998/7/22 1997/8/5 1990/8/9 2020/9/26 1996/7/14 2024/7/14 2021/7/8 

月降水量

の多い方

から 

775 693.5 645 585.5 540.5 524.5 508 504 500 491 1982/6/1～

2024/7/12018/9 2011/9 1990/9 2023/8 2017/10 2014/8 1997/7 2004/10 2018/7 1989/9

月降水量

の少ない

方から

2 15 25 30 36 43 45 53 54 55 1982/6/1～

2024/7/11985/8 1994/7 2020/8 2005/6 1999/8 2000/8 2001/4 2003/10 1987/4 1997/10

年降水量

の多い方

から 

2831 2791.5 2732 2697 2665 2566 2564 2561 2508 2499 1982 年～

2023 年2011 2017 1993 1990 2018 1989 2004 1997 2023 2001 

年降水量

の少ない

方から 

1793 1803 1833 1843 1939 1949 1977 2025 2031 2073 1982 年～

2023 年2022 1984 2007 1994 1987 2002 2005 2019 1986 1999 

※上記表の上段が水量、下段が時点を表す。また、黄色網掛け部分が令和 5 年台風第 7号に関係するもの。 

（3）避難情報の発令など 

①避難情報発令・発災からの経過（佐治町関連） 

月日 時 内容 

8 月 15 日 5:43 市道森坪線でのり面が崩落 

6:00 R482 畑地内土砂流入 

5:30 佐治町総合支所記念ホールで浸水 

6:53 佐治町総合支所に自主避難所を開設 

7:18 防災行政無線で自主避難所開設の放送 

8:07 警戒レベル 3高齢者等避難発令 

 避難原因：清水川の水位上昇、土砂災害の恐れがあるため 

 対象地域：美保南地区、河原町、用瀬町、佐治町（9,440 世帯、22,266 人）

防災行政無線で高齢者等避難指示発令を放送 

避難所（佐治町地域活性化センター）開設 

8:30 音声告知放送で高齢者等避難指示を放送 

避難所（佐治町地域活性化センター）開設の放送 

9:53 警戒レベル 4避難指示発令 

 避難原因：佐治川の水位上昇 

 対象地域：佐治町葛谷（上葛谷、葛谷）、古市、加瀬木（加瀬木、下加瀬

木）（175 世帯、398 人） 

防災行政無線で避難指示発令を放送 

避難所（佐治町コミュニティーセンター）開設 

10:00 音声告知放送で避難指示発令を放送 

避難所（佐治町コミュニティーセンター）開設の放送 

16:15 音声告知放送で佐治川ダムの緊急放流と緊急安全確保の放送 

16:17 警戒レベル 5 緊急安全確保発令 

 避難原因：佐治川ダムの緊急放流のため 



6 

月日 時 内容 

16:17  対象地域：佐治町葛谷（上葛谷、葛谷）、古市、加瀬木（加瀬木、下加瀬

木）、河本、森坪、用瀬町別府、古用瀬（436世帯、1,018 人） 

防災行政無線で緊急安全確保発令を放送 

避難所（佐治町Ｂ＆Ｇ海洋センター）開設 

16:40 佐治川ダム緊急放流開始 

17:30～ 刈地橋歪み、高山橋破損、R482 などで被害情報相次ぐ 

18:10 高山橋崩壊により中佐治地区の水道使用不能 

19:41 緊急放流終了 

8 月 16 日 5:45 ＮＴＴ回線断線のため使用不能（佐治町全体） 

5:45 R482 他の道路規制報道を告知端末放送 

7:00 警戒レベル 4 避難指示（緊急安全確保からの変更） 

 避難原因：土砂災害のおそれがあるため 

 対象地域：鳥取市全域 

7:40 さじ未来号（公共交通）当分の間運休 

7:57 防災行政無線で R482 佐治町地内の全線通行止めを放送 

8:00 R482 細尾西側で土砂流入、以奥通行不能 

8:20 余戸集落に給水ポリタンクを搬入 

9:00 辰巳峠で大規模な土砂崩れ、県境通行不能 

小河内加茂線津野で通行不能 

14:50 市役所職員による応援隊到着、支援物資到着 

16:20 う回路開設のお知らせ（県道小河内加茂線、市道華立薬師線） 

17:45 電線改修に伴う停電のお知らせ（古市、森坪、加瀬木、大井、渕尻） 

8 月 17 日 10:15 たんぽり荘宿泊者全員を河原道の駅に送り届ける 

13:23 断水 177 戸続く（加瀬木、渕尻、下加瀬木、高山、福園、万蔵、つく谷） 

8 月 18 日 13:45 余戸より上緊急車両と地元車両のみ通行可能 

14:30 R482 号福園地区 17:00 より片側通行可能 

17:30 R482 号尾際地区通行止め解除 尾際、中、栃原の通行止め解除 

8 月 20 日 16:55 河本地区断水解消 

8 月 22 日 8:50 中佐治地区水道断水解消 

R482 森坪～下加瀬木間通行可能 

8 月 23 日 さじ未来号運行再開 

9 月 20 日 13:00 辰巳峠通行規制解除 

9 月 27 日 日の丸バス通常運行再開、さじ未来号通常運行再開 

 災害の警戒レベルは、災害

のリスクがあるときに出され

る指標で、5 段階のレベル

で示される。災害発生の危

険度と、とるべき避難行動が

示されている。 

警戒 

レベル
状況 とるべき行動 避難の情報 

５ 
災害発生 

または切迫

危険な場所から 

全員退避 
緊急安全確保 

■■■■■■警戒レベル４までに必ず避難！■■■■■■ 

４ 
災害の 

おそれ高い

危険な場所から 

全員避難 
避難指示 

３ 
災害の 

おそれあり

危険な場所から 

高齢者等は避難 
高齢者等避難 

２ 
気象状況悪

化 

自らの避難行動 

を確認 

大雨・洪水警報

（気象庁） 

１ 
気象状況悪

化のおそれ

災害への心構え 

を高める 

早期注意情報 

（気象庁） 



7 

②気象警報等・配備体制（鳥取市） 

日 時 内容 

8 月 14 日 14：00 市災害警戒庁内連絡会議開催 

8 月 15 日 4：34 鳥取市北部【大雨警報(土砂災害)・暴風警報】発表 

鳥取市南部【大雨警報(土砂災害・浸水害)・洪水警報・暴風警報】発表 

市災害警戒本部体制警戒配備を発令 

4：39 記録的短時間大雨情報第 1号発表 

 河原付近で約 100 ミリ、佐治付近で 90ミリ 

4：54 鳥取市北部【大雨警報（土砂災害）・暴風警報】継続、【洪水警報】発表 

5：00 鳥取県土砂災害警戒情報第 1号発表 

 対象地域：鳥取市北部・南部 

5：35 市災害対策本部体制第一配備を発令 

7：30 市災害対策本部会議を開催 

7：50 顕著な大雨に関する鳥取県気象情報第 1号発表 

 対象地域：東部・中西部（発生は 7：40） 

8：07 市災害対策本部体制第三配備を発令 

8：19 記録的短時間大雨情報第 3号発表 

 鹿野付近で約 100 ミリ、鳥取付近で約 90 ミリ 

16：40 大雨特別警報（浸水害）発表 

 対象地域：鳥取市北部・南部 

17：20 大雨特別警報（土砂災害）発表 

 対象地域：鳥取市北部・南部 

19：00 県・市合同災害対策本部会議を開催 

23：10 鳥取市北部【大雨特別警報（浸水害・土砂災害）】解除 

鳥取市南部【大雨特別警報（浸水害・土砂災害）】解除 

8 月 16 日 9：30 県・市合同災害対策本部会議を開催 

現地（佐治町）災害対策本部の設置 

8 月 17 日 5：00 鳥取県土砂災害警戒情報第 17 号 

全警戒解除 

 対象地域：鳥取市北部・南部 

市災害対策本部体制第一配備を発令（第三配備から移行） 

8 月 18 日 4：10 鳥取市北部【大雨警報（土砂災害）】解除 

8 月 21 日 16：15

17：05

市災害対策本部会議を開催 

市災害対策本部体制第一配備を解除 

→令和 5年台風第 7号災害復旧・復興本部へ移行 
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参考：鳥取市における災害時配備体制 

≪風水害時の配備体制基準≫ 

種別 配備の基準 配備の内容 

警
戒
本
部
体
制

注
意
配
備

1 次の注意報等が 1 つ以上発表された場合

で、危機管理部長が必要と認めたとき 

(1)大雨注意報 (2)高潮注意報 

(3)洪水注意報 (4)大雪注意報 

(5)強風注意報 (6)波浪注意報 

(7)風雪注意報 (8)竜巻注意情報 

2 災害が発生する恐れのある場合で、危機管

理部長が必要と認めたとき 

 関係各部署は、気象情報等の

情報収集及び情報連絡を行う

とともに、その他必要な措置

を講ずる 

警
戒
配
備

1 次の警報等が 1 つ以上発表された場合で、

危機管理部長が必要と認めたとき 

(1)大雨警報  (2)高潮警報 

(3)洪水警報  (4)大雪警報 

(5)強風警報  (6)波浪警報 

(7)暴風雪警報 (8)土砂災害警戒情報 

(9)記録的短時間大雨情報 (10)水防警報 

2 災害が発生するおそれのある場合で、危機

管理部長が必要と認めたとき 

 注意配備体制を強化し、災害

対策本部の設置に備える体制

とする 

災
害
対
策
本
部
体
制

第
１
配
備

災害が発生し、若しくは発生するおそれがあ

る場合、又その他の状況により、本部長が必

要と認めたとき 

 関係各部は、防災活動に従事

し初動対応を行う 

 関係各部は、第2配備に対する

準備を行う 

第
２
配
備

1 特別警報が発表されたとき。 

2 事態が切迫し、市内の数地域において災害

が発生し、若しくは発生するおそれが有る

場合、又はその他の状況により、本部長が

必要と認めたとき 

 関係各部は、防災活動に従事

するとともに情報連絡を行

い、対策を協議する 

 関係各部は、第3配備に対する

準備を行う 

第
３
配
備

市の全域にわたり大規模な災害が発生すると

予想される場合。又は災害が発生した場合で

本部長が必要と認めたとき 

 市災害対策本部に関係のある

職員は、全員防災活動に従事

する 

 各部は防災活動に従事し、直

接関係のない部課の職員にあ

っては部長の指示に従い、い

つでも防災活動に従事できる

ように待機する 
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2 被害状況 

令和 5年 8 月 15 日、台風最接近。佐治町では 8月 15 日の 24 時間の降水量が佐治支所付近

で昭和52年からのアメダス観測史上最多となる 515 ミリ、佐治川ダムで 572 ミリを観測した。佐治川

ダムでは貯水量が洪水調節容量を超過したことから午後 4時 40 分より約 3時間、佐治川ダム緊急

放流が行われた。佐治川ダム建設（昭和 47 年完成）後初の緊急放流となった。それに、佐治川支

流の増水も加わり、被害が大きくなった。高山橋、刈地橋が崩落。国道 482 号線などが各所で損壊、

通行不能となった。町民は加瀬木の佐治町コミュニティセンター等に 100 余名が避難。16 日午後

10 時半、佐治町 12 集落が孤立し、停電が発生、断水も加瀬木、高山集落などで数日間続いた。 

政府は、このたびの被害を激甚災害に指定し、鳥取県や鳥取市は、佐治町に災害対策現地事

務所を設置し、道路等の復旧を進めるほか、農林業、住宅、生活、医療福祉、商工、教育等の支

援を始めた。佐治町における激甚災害の復旧工事期間は令和 8年 3月までである。 

（1）人的被害 

なし 

（2）建物被害 

家屋全壊：1 家屋半壊：1 床上浸水：4 床下浸水：17 

被害写真 

※日付は撮影日 

栃原 住宅敷地土砂流入 R5.8.20 

中集会所敷地 土砂流入 

集会所前 R5.8.20   集会所裏 R5.8.20 

尾際 住宅床下浸水 R5.8.19 尾際 住宅敷地土砂流入 R5.8.20 
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加瀬木 倉庫流失 R5.8.24 加瀬木 住宅床下浸水 R5.8.26 

加瀬木 住宅床上浸水 R5.8.28 津無 住宅床下浸水 R5.8.24 

（3）道路被害 

佐治川水系における道路災害は、国道県道が 75 か所、市道等が 124 箇所に上る。 

被害写真 

細尾上 高谷橋付近国道 R5.8.16 余戸 和田河原付近国道 R5.8.17 
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佐治町コミュニティーセンター前市道 R5.8.16 佐治町コミニティセンター前市道 R5.8.16

福園下から旧商工会館付近国道 R5.8.16 佐治町総合支所～加瀬木市道 R5.8.16

高山（佐治町総合支所前）国道 R5.8.23 高山橋橋げた落下市道 R5.8.16

渕尻集落上国道 R5.8.16 下加瀬木付近市道 R5.8.23
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森坪上付近国道 R5.8.16 古市八幡坂付近国道 R5.8.16

旧刈地橋橋げた崩落 R5.8.16 別府付近国道 R5.8.21

（4）河川被害

33 河川、64 箇所（奥ノ谷川護岸崩落ほか）

○ダム放流→佐治川ダムでは、貯水量が洪水調節容量を超過したことから、8 月 15 日 16：40 か

ら同日19：41の約3時間緊急放流を実施し、次の出水に向けた容量確保のため、

下流の水位を確認しながら放流を行った。

R5 補助災 県関係復旧箇所地区別件数 45件

番号 地区 河川 砂防 総計

1 栃原 5 5

2 尾際 5 2 7

3 河本 1 1

4 余戸 5 1 6

5 つく谷 1 3 4

6 畑 2 2

7 加茂 3 1 4

8 福園 1 1

番号 地区 河川 砂防 総計

9 高山 1 4 5

10 加瀬木 2 2

11 森坪 1 1

12 古市 4 4

13 津無 1 1

14 葛谷 1 1

15 小原 1 1

総計 28 17 45
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被害写真

古市サンマイ付近 R5.8.16 刈地河原田付近 R5.8.17

加瀬木付近 R5.8.16 加瀬木黒住教会付近 R5.8.16

（5）水道被害

水道関係の被害状況

番号 場所 原因 断水期間 影響戸数

① 佐治町高山、加瀬木
高山橋一部崩落による中佐治系

配水管破損（添架管）による

8月 15 日 17：40～

8 月 22 日 3：30
126 戸

② 佐治町福園
土砂崩れによる万蔵配水池系送

水管破損による断水

8月 15 日 19：00～

8 月 17 日 17：30
10 戸

③ 佐治町余戸 導水管破損による断水
8月 15 日 21：00～

8 月 16 日 16：00
43 戸

④ 佐治町口佐治 華立浄水場停電による断水
8月 15 日 19：20～

8 月 17 日 7：30
207 戸

⑤ 佐治町つく谷 導水管破損による断水
8月 16 日 21：00～

8 月 18 日 18：30
41 戸

⑥ 佐治町河本 導水管破損による断水
8月 19 日 8：00～

8 月 20 日 16：40
23 戸

計 佐治町全体
8月 15 日 17：40～

8 月 22 日 3：30
450 戸
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被害と応急状況写真

上下水道破損 高山橋市道 R5.8.16 下水道管破損 別府国道 R5.8.16

水の袋詰め作業 佐治町総合支所前 R5.8.19 夜 応急給水作業 佐治町総合支所前 R5.8.19 夜

（6）下水関係

下水関係 13 件

番号 地区名 件数

1 中 1

2 余戸 1

3 福園 1

4 高山 4

番号 地区名 件数

5 加瀬木 3

6 森坪 1

7 古市 2

計 13

（7）農林関係被害

地区別農林関係被害個所数

no 地区名 計

1 栃原 13

2 中 2

3 尾際 15

4 河本 50

5 余戸 58

no 地区名 計

6 つく谷 46

7 畑 5

8 加茂 9

9 福園 4

10 高山 47

no 地区名 計

11 津野 24

12 下加瀬木 4

13 森坪 9

14 大井 22

15 古市 27

no 地区名 計

16 津無 16

17 刈地 15

18 葛谷 21

総計 387
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被害写真

つく谷果樹園 R5.8.16 加茂付近水田 R5.8.16

大井熊野神社遺跡前水田 R5.8.16 大井熊野神社遺跡前水田 R5.8.16

古市付近水田 R5.8.16 余戸和田河原付近水田 R5.8.17

（8）停電

NO 日 時 内容

1 8 月 15 日 17:05 津無停電 16 日 11：40 復旧

2 8 月 16 日 17:45
電線改修に伴う停電（古市、森坪、下加瀬木、大井、上大井、渕

尻）

3 8 月 18 日 15:50
15:29 より、加茂、余戸、河本、尾際、中、栃原が倒木撤去のため作

業停電。16:40 頃中電ホームページで復旧を確認。後に連絡あり。
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参考：県補助災位置図
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3 被災者支援の取り組み

8 月 15 日 6：53 に佐治町総合支所に自主避難所を開設し、7：18 に防災行政無線で自主避難

所の開設を放送した。その後も避難情報の対象区域の拡大や避難勧告・避難指示の発令に伴い

避難所を順次開設した。避難所の開設期間は下記のとおり。

（1）避難情報に伴い開設した避難所

NO 避難所名 開設期間 避難者数

1 佐治町総合支所自主避難所 8/15 6：53～8/18 4：10 10

2 佐治町コミュニティセンター 8/15 9：53～8/18 9：00 68

3 B&G 佐治海洋センター 8/15 16：17～8/18 9：00 6

4 佐治町地域活性化センター 8/15 8：07～8/18 4：10 19

合計 103

（2）避難所の環境整備

各避難所には市職員（避難所班）を配置。佐治町総合支所及び佐治町コミュニティセンターの

避難所は、発災日 8月 15 日の夜間に毛布の提供、翌日 8月 16 日の午前に、鳥取市佐治町日赤

奉仕団の協力のもと食事の提供を実施。

（3）保健・医療活動

支所保健師は、災害発生日当日から電話での相談にあたった。次いで避難所の被災者につい

て健康相談にあたった。8 月 18 日からは、応援派遣を受けて、ハイリスク者の訪問、孤立集落被災

者の支援を行った。8 月 17 日からは、佐治診療所が再開し診療を始めるとともに、要支援者への

巡回診察を行った。8月 22 日からは、80 代以上の独居高齢者訪問を行った。

県庁から医師派遣（派遣前） R5.8.16 佐治支所へ救援物資搬入 R5.8.16

（4）児童生徒支援

佐治小学校では夏季休業中であったため、8 月 16 日は自宅待機とした。17 日からは職員は千

代南中学校で勤務することとし、児童の安否確認を行った。8 月 25 日からは前期授業再開であっ

たが児童の通学が困難だったため、千代南中学校においてリモートで児童と対話し、学習を行っ

た。8月 29 日には千代南中学校で保護者会を行い通学方法の確認を行った。9月 1日からさじ未

来号での通学が可能となったため、バス通学児童はさじ未来号、そのほかの児童は保護者の車ま

たはさじ未来号で通学してもらうこととした。バス通学費及び保護者ガソリン代は公費負担としてもら
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った。給食は 9 月 1 日より再開した。佐治小学校については、8 月 16 日から 30 日までは、やむを

得ず工事車両用の道路として使用された。学校敷地内の環境整備は学校ボランティアの協力を得

た。

（5）被災農業者支援

佐治町全域農地が被災した。災害発生から直ちに職員により被災状況を確認した。また地元区

長により被災状況の報告が寄せられた。市職員、派遣隊（県職員、国職員）の協力を得て迅速な被

害状況の確認に努めた。水稲被害、果樹被害の拡大被害を防ぐため土嚢を積むなどの応急復旧

及びつく谷では梨の運搬作業を行った。また福園地区には水中ポンプの貸し出しを行った。

つく谷果樹園 ボランティアによる作業 R5.9.15

果樹園の中を水が流れ、表土が流された

つく谷果樹園 ボランティアによる作業 R5.8.21

果樹園の中に土砂が流入した

上大井 畑地 ボランティアによる土砂撤去作業 R05.8.29
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参考：鳥取市の避難所の開設状況

（1）開設避難所数 65 箇所（同時開設 63 箇所） 

（2）避難世帯総数 720 世帯 避難者総数 1，934 人

（3）ピーク時の避難者数 8 月 15 日 20：00 時点 1，134 人

最大避難者数

1,134 人
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4 復旧・復興に向けて

（1）災害復旧の状況

①住宅被害

栃原 住宅敷地に土砂流入 R5.8.20
住宅裏の谷から土砂が流出した

土砂撤去 R5.9.1

集会所前 集会所裏

中集会所 土砂流入 R5.8.20

集会所裏の谷から土砂流入
中集会所裏 土砂撤去後 R5.9.1

中集会所前 土砂撤去後 R5.9.1

ボランティアによる土砂撤去作業 R5.8.31

（集会所裏）
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②道路被害

余戸和田河原付近国道へ土砂流入 R5.8.17

写真左側の谷から土砂流入

余戸和田河原付近 R5.8.21

重機により路面上の土砂撤去（応急措置）

余戸和田河原付近 R5.8.17

道路崩壊 国道 482 崩落
余戸和田河原付近 R5.8.21

応急措置（片側交互通行）

佐治コミュニティセンター付近 R5.8.16

佐治川の氾濫により道路崩落

佐治コミュニティセンター付近 R6.12.9

復旧工事中
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古市上八幡坂付近 R5.8.16

佐治川の氾濫により道路崩落

古市上八幡坂付近 R6.8.16

復旧工事完成

別府付近 R5.8.16

佐治川の氾濫により道路崩壊

別府付近 R6.8.23

復旧工事中

（2）災害復興の取組

①災害に強い佐治町創り事業実行委員会の設置と取り組み

令和 5 年 12 月 15 日、地域住民主体の組織「災害に強い佐治町創り事業実行委員会」を設置

し、復興に向けた各種取組を行っている。

令和 5年度の取組

〇先進地視察（岡山県高梁市）を実施。（R6.2.28）
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〇災害に強い地域を考える集いを実施。

プラザ佐治記念ホール R6.3.10

令和 6年度の取組

〇集落(地区)で防災研修会を開催予定。（令和 6年度は 4か所程度を予定）

下加瀬木で研修会を実施 R6.7.28

〇令和 5年台風 7号災害 1年「佐治復光祭」を実施。

日時：令和 6年 8月 25 日㊐10：00～14：00

内容：

10:00～ オープニング [佐治厳流太鼓］

10:05～ 主催者あいさつ

10：10～ 来賓あいさつ

10:20～ アストロロケット打上げ

10:30～ さじっこ花笠踊り ［さじ保育園園児]

10:45～ 合唱｢五つのたからもの｣ [佐治小学校児童]

11:00～ 演奏 [千代南中学校ブラスバンド部]

11:15～ 研究発表「令和 5年台風第 7号災害の研究」

千代南中学校郷土研究部 山下仁聖さん

11:30～ 《タイムカプセル開封》

(佐治小学校統合 50 周年記念事業)

《昼食タイム》

12:30～ 太鼓演奏｢躍動，流星｣ [佐治巌流太鼓]

12:45～ 踊り｢きなんせ節，鳥取戦士サキューンのテーマ，しゃんしゃんシャグリラ｣

[舞踊集団「我龍天晴」]

13：00～ 井谷優太さんコンサート

14:00～ 参加者，来場者による和紙入りバルーンリリース
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佐治保育園児の踊り 佐治小学校児童の合唱

千代南中学校ブラスバンド部の演奏 R6.8.25

②鳥取県・鳥取市の取り組み

 11 月 17 日～12 月 9 日の間、

佐治川ダム下流部の浸水想定

区域に関係する地区（8 集落）

を対象に、当時の気象、ダム操

作、洪水状況等を説明、課題

等の協議を実施。

 令和 5 年度の協議で抽出され

た課題への対策案を有識者、

市、関係機関の意見を聞きな

がら検討。県がロードマップ（計

画書・工程表）を作成。

 作成したロードマップに基づ

き、短・中・長期の対策を県市

で検討。

 検討された対策等について、

昨年度協議を行った自治会の

代表者に説明。併せて協議も

実施。（6/24、6/25）

佐治町対象地域での説明会の様子

有識者を交えた検討会議の様子
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5 参考資料 

（1）経費：鳥取市台風第 7号災害復旧・復興予算額 
鳥取市令和 5 年台風第 7 号災害復旧・復興本部会議（第 3 回 R6.8.28）資料から抜粋 

年度 予算額 内容 

令和 5年度

最終予算 
46.2 億円

災害応急復旧関連 2.3 億円 

市道や林道の応急復旧、施設修

繕など 

災害復旧工事関連 43.1 億円 

道路や農地などの災害復旧工事 

避難所運営等関連 0.5 億円 

避難所や災害ボランティアセン

ター、保健師による健康観察な

ど 

事業者支援関連 0.3 億円 

中小事業者の復旧、利子補助、

農業施設復旧や農作物防除支援

など 

令和 6年度

当初予算 32.5 億円
→災害復旧工事関連 32.5 億円 

•道路や農地などの災害復旧工事 

令和 7年度

見込額 22.4 億円
→災害復旧工事関連 22.4 億円 

•債務負担行為計上済（林道、河川、道路） 

合計 101.1 億円

（2）鳥取県の公共土木施設災害復旧事業費 

下のグラフは県技術企画課が作成したもので、平成 10 年～令和 5年（26 年間）の年度ごとの災

害復旧事業費（査定額）である。事業費が 100 億円を超えたのは、平成 12 年鳥取県西部地震、平

成 16 年台風災害、平成 30 年 7 月豪雨・台風 24 号災害と令和 5 年 7月豪雨・台風 7号災害の 4

回あるが、令和 5年の災害は復旧費が 200 億円を超える甚大なものであったことがわかる。 
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（3）災害復旧・復興本部の設置 

目  的 令和 5 年台風第 7 号災害からの迅速な復旧と被災者支援、農業維持、地域経済再生

を含めた復興対策の実施など、各部局・総合支所が一丸となって、迅速かつ強力に

被災地の復旧・復興を推進するため 

設 置 日 令和 5年 8月 21 日 

組  織 本部長：市長 副本部長：副市長 

事務局長（兼現地対策本部長）：総務部長（現地対策副本部長） 

本部員：市民生活部長・各総合支所長・関係部局長  

活動内容 被災者支援、インフラ復旧、農林・経済再生、学校・保育、保健・医療、情報管理 

（4）国による激甚災害指定 

R5.9.22 指定見込通知 R5.10.12 施行 

（5）歳入に係る事項 

特別交付税の増額 4.1 億円（R5：29.0 億円、R4：24.9 億円） 

全国からの寄附金 1.2 億円（ふるさと納税 1.0 億円（企業 0.9 個人 0.1）、寄附金 0.2 億円） 

（6）佐治川ダムの放流操作 

一般的な佐治川ダムの放流操作は次の①～④による。 

サーチャージ水位とは、洪水時にダムが一時的に貯留する際の最高水位で、概ね100年に1度

の確率で発生するような洪水時を想定した推移となります。 

①通常時の放流 

ダム

ダムに流入する量と同じ量を放流し
洪水期制限水位を維持する

洪水調節容量 147.6万m3
（洪水に備えカラにしておく）

利水容量 40.4万m3

洪水期制限水位（確保水位）

サーチャージ水位

※規則に基づき放流に関する通知等を行う。

流入

放流
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②事前放流（洪水調節機能の強化）

③洪水調整時の放流

④緊急放流（異常洪水時防災操作）

80m3/sと
それを超える
分の約1/3
を放流

ダム

・流入量のうち80m3/sを超える分の約2/3を貯留
・80m3/sとそれを超える分の約1/3を放流※

流入量のうち80m3/sを超える分の
約2/3を貯留（徐々に水位が上昇）

サーチャージ水位

洪水期制限水位（確保水位）

洪水状態（流入量80m3/s以上）となったら、下流の水位上昇を抑えるため、
流入量の一部をダムに貯留する洪水調節を行う。

洪水調節容量

※（放流量）=（流入量－80）×0.326＋80
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（7）佐治川流域安全確保のロードマップ

項目 短期（概ね１年） 中期（概ね３年） 長期（３年以上）

Ⅰ
防
災
意
識

Ⅱ
避
難
所
、
避
難
路

Ⅲ
防
災
情
報

発
信
、
ダ
ム

情
報
の
周
知

Ⅳ
緊
急
時
の
情
報
伝
達
、
安
否
確
認

Ⅴ
ダ
ム
操
作
・
河
川

整
備
等

★
そ
の
他

集落の防災活動の支援 以降継続 

防災情報の積極的な情報発 以降継続 

広域避難路の状況確認、バイパス整備等の検討 

指定避難所以外の安全な一時避難所の確保（集会所や個人

避難者のニーズに即した備蓄品の提供体制の構築等 

早期や分散避難の呼びかけ 以降継続 

WEB サイトの工夫・ダム管理回 以降継続 

家屋危険倒壊ゾーンの公表 以降継続 

安否確認等の取組支援 以降継続 

「音声告知端末」を通じたダム放送の検討 以降継続 

以降継続 

以降継続 

以降継続 

ダムの構造・機能・操作方法の 以降継続 

早期の事前放流 気象予測と流入量予測システムの精度改善 

災害復旧の推進と施設弱部の機能強化の検討、及び河道掘削の実施 

防災意識の向上×ダム機能の周知×防災訓練×ダムの魅力発信＝流域の防災力向上 

流域の特徴でもある「ダムを基軸とした、コミュニケーションの場の創造と提供の取組」の推進

以降継続 

以降継続 

放送サイレンの見える化（多色パトライトの設置等）の検討 

放送サイレン内容の周知 

地元とのホットラインの構築
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（8）佐治川流域安全確保協議会意見交換内容 

①意見交換会の目的 

令和５年台風第７号に伴う大雨により、佐治川流域では災害や孤立集落が集中的に発生し、佐

治川ダムでは竣工以来初めてとなる緊急放流を行った。 

この状況を踏まえ、各関係機関、流域関係者への情報伝達や避難状況等について振り返り、流

域住民との意見交換を通して、流域の安全確保に係る改善点の抽出等を行うとともに、ダム管理

（放流含む施設・運用管理）においても改善の余地などがないか協議を行ったもの。 

②日時 

令和５年１１月１７日～１９日、同月２１日、２５日、２９日、同年１２月２日、９日の８日間 

③場所 

佐治川ダム緊急放流時に浸水が予想された地区を対象（各集落集会所で実施） 

（葛谷、古市、森坪、下加瀬木、加瀬木、渕尻、河本、尾際の８地区） 

④出席者 

・各集落住民 

・鳥取県県土整備部河川港湾局河川課、鳥取県土整備事務所計画調査課 

・鳥取市危機管理課、鳥取市佐治町総合支所 

⑤各集落からの主な意見概要 

 １５時頃までは川の様子を見てもさほど危険とは感じなかったが、その後急激に水位が上が

った。 

 ダムの放送サイレンは、豪雨や洪水の状況では家の中にいると内容までは確認できない。

また、放流量やどの程度危険なのかも併せて知りたかった。 

 避難の目安は、自分が住んでいる場所の条件が違うため、個人によって目安が異なる。 

 台風の時にはダムを予め空っぽにできないか。また、急激な水位上昇とならないよう段階的

に放流ができないか。 

 ダムだけに頼っていてはダメで、集落単位で予め避難拠点を決めておくことや、行政と連携

した避難訓練、集落内の声かけや普段からコミュニケーションが重要。 

 避難の声かけをして回ったが、安否確認ができなかったこと。早めに避難して家にいないの

か、そうでないのか。電話もつながらず困った。 

 集落毎の危険性と避難所を集落毎で話し合いきちんと事前に決めておくことが必要。 

 今回の災害を教訓に防災訓練を実施し、市が防災マニュアルを作ることが必要。 

 ダムの状況について年配の方へも配慮した上で、住民への情報提供が必要。 

 浸水想定やインターネットでのダム情報の配信について、住民が知らないと意味がない。 

 避難に関して、集落の連絡網や見守り役など災害時の体制を考えないといけないとは思う。 

 防災行政無線、防災ラジオ、告知端末、インターネット等では、国・県・市が様々な媒体で情

報発信しているが、メリット（個人にあった情報の受け取り方法がある）・デメリット（情報が多

すぎて困る）がある。 

 自助・共助が重要であることを理解しており、地元は一生懸命頑張ってやっているので、公

助（避難所設備の充実等）の部分で後押ししてほしい。 
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 河川改修が必要ではないか。

 今度、地元でも今回の災害を踏まえた振り返りをする機会を設けようとしている。

 一人暮らしの家などを手分けして声かけをしたが、高齢者や足元の悪い方もいるため避難

されない方も多かった。

 ダム貯水池内の堆砂や河川内の堆積土砂について適切に管理されていたのか。

 今回の災害を踏まえ、災害時には道路寸断等により避難できない可能性もあるので、早め

の避難を行いたい。

各集落での意見交換会の様子



31 

（9）災害を伝える新聞記事 

以下の新聞記事は新日本海新聞社のご厚意によりに提供していただいたものです。 

日本海新聞 R5.8.16 写真は用瀬町別府の国道 482 崩落現場 

©新日本海新聞社 無断複製・無断転載を禁じます 
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日本海新聞 R5.8.17 県内各地の被災写真 左中央は佐治町コミュニティセンター付近の写真
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日本海新聞 R5.8.16 左上は 8.15 17：50 頃の高山橋写真（高山橋ライブカメラ） 

©新日本海新聞社 無断複製・無断転載を禁じます 

日本海新聞 R5.8.16 左上は佐治町コミュニティーセンターへの避難者 

©新日本海新聞社 無断複製・無断転載を禁じます 
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日本海新聞 R5.8.19 

©新日本海新聞社 無断複製・無断転載を禁じます 

日本海新聞 R5.8.18          日本海新聞 R5.8.18 

©新日本海新聞社 無断複製・無断転載を禁じます 
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日本海新聞 R5.8.22 

©新日本海新聞社 無断複製・無断転載を禁じます 

日本海新聞 R5.8.22 

©新日本海新聞社 無断複製・無断転載を禁じます 
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日本海新聞 R5.8.26 

©新日本海新聞社 無断複製・無断転載を禁じます 

日本海新聞 R5.8.26 

©新日本海新聞社 無断複製・無断転載を禁じます 
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日本海新聞 R5.8.21 

©新日本海新聞社 無断複製・無断転載を禁じます 

日本海新聞 R5.9.2 

©新日本海新聞社 無断複製・無断転載を禁じます 
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日本海新聞 R5.10.5

©新日本海新聞社 無断複製・無断転載を禁じます
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おわりに 

災害に強い佐治町創り事業実行委員会 

令和 5年台風第 7号災害記録編纂委員会 委員長 

田中精夫 

盆のさなかの 8 月 15 日、突然襲った台風は、強風と集中豪雨をまねき、佐治町に甚大な被害を

もたらしました。台風の翌日、自宅から用瀬まで軽トラックで走り抜けてみると、町内のあちこちで道

路が壊れ、土砂があふれ、水道菅が露出し、佐治川も勢いよく流れていました。高山橋が折れ曲が

り、古い刈地橋もなくなっていました。これは私の 70 年間の生涯の中で初めて目にした光景でした。

これから一体佐治はどうなるのだろうか。もう佐治に住めなくなるのではないだろうか、と不安に襲わ

れた瞬間でした。 

それから一年、関係者の努力により佐治町内の被災現場は、みるみる復旧が進み、国道や県道、

市道も、農地も、もう少しで元通りになるところまで復旧してきました。これなら安心だ。前よりも丈夫

な護岸、道路になったのではないか。これなら佐治町で安心して暮らしていけると確信しました。 

さて、この冊子は令和 5 年 8 月 15 日台風第 7 号により佐治地域を襲った大規模災害の被害の

状況や応急復旧・復興に向けての状況、災害支援の取り組みなどの概要をまとめたものです。この

大災害の記録を決して風化させることなく次代に伝えていくとともに、万が一の災害に備えて、今後

の防災・減災対策に生かされるよう願って作成しています。 

鳥取市佐治町を襲った台風災害以後も、石川県能登半島で発生した大地震や記録的豪雨、日

向灘地震など全国各地で自然災害被害が頻発しています。鳥取市は比較的災害が少ない地区と

されていましたが、このような大災害に見舞われました。この災害を通して得た様々な経験や教訓

を全市で共有し災害に強いまちづくりにつなげていくとともに関係機関や他団体の災害対策に少し

でも役に立つことができれば幸いと考えています。 

佐治町の本当の復興は、復旧後の佐治町で住民が以前にもまして、生き生きとたくましく佐治町

で暮らしていくことと考えます。今から 58 年前の台風災害では、住民が一丸となって地域改善に取

り組み、その後は、飯盛山梨団地の造成・梨づくり、佐治和紙の振興、プラザ佐治の新築、学校新

築、さじアストロパークの新設など元気で明るいまちづくりに努めました。あの勢いを思い起こして佐

治町を活力ある地域にしたいものです。 

最後に、本誌の刊行に当たりまして鳥取県及び鳥取市をはじめ、新日本海新聞社、そのほか多

くの関係者の方々に資料提供等でお世話になりました。心より感謝申し上げます。 
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令和５年台風第７号に係る災害記録編纂委員会規約

（名称及び所在地） 

第１条 本会は、令和５年台風第７号に係る災害記録編纂委員会（以下「委員会」とい

う）と称し、事務所を特定非営利活動法人さじ未来に置く。 

（目的） 

第２条 委員会は、令和５年８月に発生した台風第７号の、発生当時の状況、被害状況、

復旧状況などの情報の収集を行い、要因などを検証し記録誌としてまとめ、災害

の振り返りやこれからの地域で必要と思われる災害関連の各種取組み検討のだめ

の資料として後世に残すことを目的とし、これからも安心して住み続けられる地

域創りの一助となることを目指す。 

（構成員） 

第３条 委員会の委員は次の関係団体等からの代表者をもって組織する。 

（1）佐治町自治連合会 

（2）佐治町自主防災会 

（3）佐治町まちづくり協議会 

（4）学識経験者 

 ２ 必要に応じて実行委員会にオブザーバー等を置くことができる。 

（事業等） 

第４条 委員会は、次に掲げる事業を実施する。 

（1）令和５年８月発生の台風第７号災害に係る被災状況等の情報収集 

（2）上記（1）の情報分析と記録 

（3）その他、第２条の目的達成に必要な事業等 

（役員等） 

第５条 委員会に次の役員を置き、委員の互選で選出する。 

（1）委員長 １名 

（2）副委員長 １名 

 ２ 委員長は、実行委員会を総理し代表する。 

 ３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある場合には、副委員長がその職

務を代理する。 

 ４ 役員の任期は１年とし再任は妨げない。なお、欠員により選任された役員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

（記録誌編纂会議） 

第６条 委員長が必要と認めたとき及び委員から要求があったときには、委員長は記録

誌編纂会議を招集する。 

 ２記録編纂会議は次の事項を協議する。 

（1）情報の収集方法 

（２）誌面に掲載する情報の選定 

（３）誌面形式の確認（デジタルデータを含む） 
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（４）誌面の公開方法 

（５）その他委員長が必要と認めた事項 

（委員会の経費） 

第７条 委員会の経費は、補助金、寄附金、その他の収入をもってあてる。 

（会計年度） 

第８条 委員会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（雑則） 

第９条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定

める。 

附則 

 この規約は、令和 6年 7月 18 日から施行する。 

令和 5年台風第 7 号災害記録編纂委員名簿 

任期：令和 6年 7月 18 日～ 

 役職 氏名 備 考 

１  小谷繁喜 
災害に強い佐治町創り事業実行委員会会長 

[佐治町自治連合会会長] 

２  中谷隆人 
災害に強い佐治町創り事業実行委員会副会長 

[佐治町自主防災会連合会会長] 

３  下石聡子 
災害に強い佐治町創り事業実行委員会委員 

[佐治町まちづくり協議会副会長] 

４ 委員長 田中精夫 学識経験者 

５ 副委員長 下田 稔 学識経験者 

オブザーバー 
氏名 備 考 

下田俊介 佐治町総合支所支所長 



44 

協力者・資料提供者  （順不同） 

鳥取県庁 

鳥取県東部地域振興所 

鳥取県鳥取県土整備事務所 

日本赤十字社 

鳥取市役所 

鳥取市佐治町総合支所 

新日本海新聞社 

令和 5年台風第 7号災害と復旧・復興の記録 

発 行 日 令和 7年 3月 1日 

編 集 者 令和 5年台風第 7号災害記録編纂委員会 

発 行 者 災害に強い佐治町創り事業実行委員会 

印 刷 所 有限会社福井印刷 

〒680-0872 鳥取県鳥取市宮長 21-4 

※本書の無断複写は著作権法上での例外を除き禁じます。 


